
アレルゲン除去食品ってなに？

• 特定の食品アレルギーの原因物質である特定のアレル
ゲンを不使用又は除去し、特定の食品アレルギー（牛
乳等）の場合に適した食品です。

• 除去したアレルゲン以外の栄養成分の含量は、通常の
同種の食品の含量とほぼ同程度となっています。

• アレルギー物質を含む食品の検査方法により、特定の
アレルゲンが検出限界以下である食品です。

• 同種の食品の喫食形態と著しく異なったものではあり
ません。

• 食事療法の素材として適するものであって、多く摂取
することによって疾病が治癒するというものではあり
ません。

どんな点に注意したらいいの？

どんな食品なの？

アレルゲン除去食品は、医師、管理栄養士等と相談し、指導に
沿って使用することが適当です。

こんな方に

医師に特定のアレルゲンの摂取制限を指示された方

※検出限界以下に低減した場合を含む。

アレルゲン除去食品は、特定の食品アレルギー
の原因物質である特定のアレルゲンを不使用
又は除去※したものです。
特別用途食品の１つであり、左記のマークも
表示されています。



アレルゲン除去食品のうち、乳児を対象とした粉乳及び液状乳
であるものにあっては、病者用食品たる許可基準以外の栄養成
分の含量（栄養療法のために特別に配合される栄養成分を除
く。）は乳児用調製乳の成分組成の基準に準じています。

アレルゲン除去食品

乳児を対象としたアレルゲン除去食品とは

必ず表示されている事項

医師に特定のアレルゲンの摂取制限を指示された場
合に限り用いる旨

食品アレルギーの種類又は除去したアレルゲンの名
称（目立つような表示）

除去したアレルゲンの代替物の名称

ビタミン及びミネラルの含量

標準的な使用方法

医師、管理栄養士等の相談、指導を得て使用するこ
とが適当である旨

食事療法の素材として適するものであって、多く摂
取することによって疾病が治癒するというものでは
ない旨

アレルゲン除去食品をもっと詳しく

【アレルゲン除去食品（特別用途食品制度）に関する問合せ先】

消費者庁食品表示企画課 特別用途食品担当 TEL:03-3507-8800（代）

消費者庁ウェブサイトはこちら

実際の商品の詳細は、容器包装上の表示や、
各メーカーのウェブサイトを御確認ください。

このほかにも、食品の表示には、アレルゲン、賞味期限、原材料、保存方法
などの大事な表示があります。表示をよく見て選ぶことが重要です。

※特殊な加工を施さずとも、元来その食品に特定の食品アレルギーの原因
物質である特定のアレルゲンが含まれていないものは、対象とはなりま
せん。

https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/foods_for_special_dietary_uses/

